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臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ 

 

 当社取締役会は、本日付けで、2026年4月下旬から5月上旬に開催することを検討して

いる臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）招集のための基準日設定に

ついて、下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。 

 

 

記 

 

 

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について 

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するた

め、2026 年 3 月 26 日（木曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記

録された株主をもって、その議決権を行使することのできる株主といたします。 

 

（1）基準日  2026 年 3 月 26 日（木曜日） 

（2）公告日  2026 年 3 月 12 日（木曜日） 

（3）公告方法 電子公告（当社ホームページ上に掲載いたします。） 

https://www.kao.com/jp/investor-relations/notice/ 

 

2．本臨時株主総会の開催及び付議議案等について 

当社は、2026 年 3 月 5 日付「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」

において開示いたしましたとおり、当社の株主である Oasis Japan Strategic Fund 

Ltd.および Oasis Opportunities Fund One SPC - Echo SP より臨時株主総会招集の

請求を受けており、2026 年 4 月下旬から 5 月上旬に本臨時株主総会を開催することを

検討しております。 

なお、本臨時株主総会の招集を決定した場合には、本臨時株主総会の開催日時及び

開催場所並びに付議議案の詳細につきまして、速やかにお知らせいたします。 

以上 

 

 


